
 

公立学校教職員の懲戒処分の概要 

 

 

 ○セクシュアル・ハラスメント及び信用失墜行為 

 

 （１）処分年月日   令和４年９月８日 

 

 （２）処分の量定   免職 

 

 （３）所属・職種   公立学校教職員 

 

（４）処分の理由    令和４年５月から、職員Ａに対して性的内容を

含んだＳＮＳの送信を行った。また、６月には商

業施設の駐車場及び勤務する学校内で抱きしめる

等のわいせつな行為を行った。 

            さらには、過去にも、学校内で職員Ｂに対して

抱きしめる、職員Ｃに対して不適切な内容のＳＮ

Ｓを送信する、等の行為を行った。 

            これらの行為は、セクシュアル・ハラスメント

に該当する。 

 

 

 

 

 

 


